
議案第６号 

   級別職務区分表の告示の一部改正について 

 

  令和元年７月25日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   知事部局の組織改編に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

 

第２ 告示案の内容 

   知事部局の組織改編に伴う組織規則等の改正（７月30日公布、８月１日施

行）に合わせ、所要の改正をすること。（１行政職給料表関係）  

 

第３ 施行期日 

   令和元年８月１日から施行する。 
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岩手県人事委員会告示第 号 

 級別職務区分表（平成18年岩手県人事委員会告示第３号）の一部を次のように改正し、令和元年８月１日から施行する。 

  令和元年７月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

改正前 改正後 

１ 行政職給料表 １ 行政職給料表 

 区 分  ［略］ ６ 級 ７ 級  ［略］ ９ 級  ［略］   区 分  ［略］ ６ 級 ７ 級  ［略］ ９ 級  ［略］  

 知

事

の

事

務

部

局 

本庁   ［略］ 

県産米販売

推進監 

 

 

会計指導監 

 ［略］ 

 ［略］ 

県産米販売

推進監 

 

 

会計指導監 

 ［略］ 

  ［略］ 

復興局長 

 

 

出納局長 

 ［略］ 

   知

事

の

事

務

部

局 

本庁   ［略］ 

県産米販売

推進監 

ＩＬＣ推進

監 

会計指導監 

 ［略］ 

 ［略］ 

県産米販売

推進監 

ＩＬＣ推進

監 

会計指導監 

 ［略］ 

  ［略］ 

復興局長 

ＩＬＣ推進

局長 

出納局長 

 ［略］ 

  

  ［略］   ［略］    ［略］     ［略］   ［略］    ［略］   

  ［略］   ［略］    ［略］     ［略］   ［略］    ［略］   

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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職の新設等に伴う格付け（給料の特別調整額等）について 

 

１ 趣旨                                             

  知事部局の組織改編に伴い、令和元年８月１日に新たに設置される「ILC推進局」に置かれる職「ILC

推進局長」及び「ILC推進監」に係る職務の級及び給料の特別調整額の区分について検討するもの。 

   

２ 組織改編の概要                                        
   

現 行 新 体 制 
政策地域部 ILC推進室 
 
☆室長 

 ├☆首席 ILC推進監（県南局副局長兼任） 
 └○ILC推進課長――─室員 
   ├特命課長 

│（ILC推進 仙台市駐在） 
   └特命課長 

（〃 盛岡市駅西通駐在） 

ILC 推進局 
★局長 
├☆副局長 
├☆首席 ILC推進監（県南局副局長兼任） 
│ └〇ILC推進監（県南局駐在） 
├総務企画課 ◎総括課長――─課員 
│       └〇管理課長 
└事業推進課 ◎総括課長――─課員 
        └〇計画調査課長 

├特命課長 
│（ILC推進 仙台市駐在） 

                   └特命課長 
（〃盛岡市駅西通駐在） 

※ ★は部長級、☆は副部長級、◎は４種総括課長級、〇は５種総括課長級 

＜ILC推進局の設置理由＞  

 国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の建設実現に向け、今後、更に増加する、文部科学省をはじ

めとする関係省庁や大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）など関係機関

との調整を適切かつ機動的に推進していくため、専担の局を設置し、県として組織体制を整備し

ようとするもの。 
 
 

３ 措置案                                              

(１)  ILC推進局長 

職務の級：行政職９級  給料の特別調整額：１種  

    （理由） 

    ・ ILC 推進局長は、ILC に関する業務を全庁的に総括する職であるとともに、組織の新設に

よる担当業務・人員の増加により、他の部長と同等の職責・業務の困難性が認められる職で

あることから、本庁部長級（９級、１種）の格付けとすることが適当であること。 

(２)  ILC推進監 

職務の級：行政職６・７級  給料の特別調整額：５種  

    （理由） 

    ・ 首席 ILC推進監の指示のもと、市町と連携しながら ILC誘致に係る機運醸成や住民理解の

促進、具体的な受入環境の整備などを行う職であり、職務の困難性が認められること。 

    ・ 事業推進に係る職務の困難性は総括課長級（６・７級）と同等と認められるものの、専任

である部下職員の指揮監督を行う職ではないことから、特別調整額は５種とすること｡ 

    ・ なお、平成24年４月から平成26年３月にかけて、政策地域部政策推進室内に同名の職が置

かれ、格付けは６・７級、４種としていたところ。 

    ・ 当時の ILC推進監は、政策監、調整監と並ぶ部主管室長の次席的役割であることから、こ

れらの職と同格としたものであるが、今回設置する職は、こうした次席的役割を担うもので

はないことから、本庁の一般的な監（地域連携推進監、県産米販売推進監など）と同格（６・

７級、５種）とすることが適当であること。 

     （参考） 

H24.4 政策地域部 政策推進室に ILC推進担当を設置 

H26.4 政策地域部 科学 ILC推進室に再編 

H31.4 政策地域部 ILC推進室に再編 

R元.8 ILC推進局に再編 
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